
Ⅰ)外来医療体制

・診療・検査医療機関を中心とした体制 ・幅広い医療機関による体制

・最大限安全性を重視した院内感染対策 ・安全性に加え効率性も考慮した院内感染対策

・外来設備整備等への支援
・新たな受入を行う医療機関等に対し当面9月
末まで継続

・コロナ患者は応召義務の例外 ・応召義務の例外ではなくなる

Ⅱ)入院医療体制

・確保病床を有する入院受入医療機関による受
入体制

・全病院による受入体制

・最大限安全性を重視した院内感染対策 ・安全性に加え効率性も考慮した院内感染対策

・病床確保料による支援 ・補助単価等を見直し、当面9月末まで継続

・入院設備整備等への支援
・新たな受入を行う医療機関等に対し当面9月
末まで継続

・コロナ患者は応召義務の例外 ・応召義務の例外ではなくなる

１ 医療提供体制等①

現 行 ５類移行後

５類移行後の主な対応①



Ⅲ)入院調整 ・行政による入院調整
・医療機関間による調整
・当面の間は各保健所（宮崎市含む）が医療機
関からの相談に対応

Ⅳ)宿泊療養 ・宿泊療養施設を運営 ・終了

Ⅴ)自宅療養

・陽性者登録センターの運営 ・終了

・行政からのプッシュ型の健康観察（訪問看護
ステーション・フォローアップセンター）

・終了。ただし、陽性判明後の体調急変時の相
談窓口については、当面9月末まで継続

・食料やパルスオキシメータ等の支援 ・終了

１ 医療提供体制等②

現 行 ５類移行後

５類移行後の主な対応②

Ⅰ)外来医療費 ・公費負担
・原則、自己負担。ただし、コロナ治療薬の費
用については、当面9月末まで公費負担を継続

Ⅱ)入院医療費 ・公費負担
・原則、自己負担。ただし、高額療養費の自己
負担限度額から2万円を限度に減額する形で、
当面9月末まで公費負担を継続

Ⅲ)検査費用 ・公費負担 ・終了

２ 公費負担

現 行 ５類移行後

県独自



５類移行後の主な対応③

・高齢者施設等の従事者等に対する集中的検査 ・当面継続

・感染制御支援に携わる医療従事者の確保 ・当面継続

・高齢者施設等へ往診を行う医療機関への補助 ・当面継続

３ 高齢者施設等への対応（感染防止対策､医療機関との連携強化､療養体制の確保等に係る支援）

現 行 ５類移行後

４ 相談窓口（発熱時等の受診相談及び陽性判明後の体調急変時の相談）

５ サーベイランス

・「受診・相談センター」及び「フォローアップセン
ター（体調急変時の相談）」を運営

・「宮崎県新型コロナウイルス感染症相談窓口」に一
本化し、当面9月末まで継続

現 行 ５類移行後

・感染症法に基づく発生届等による全数把握 ・定点医療機関による感染動向把握（定点把握）

・日々の感染者数の公表
・毎週1回、前週1週間の定点医療機関からの報告数と、
定点当たりの患者数を公表

・変異株の発生動向を把握 ・当面継続

現 行 ５類移行後

県独自



・国の基本的対処方針、県の対応方針
・対策本部も含めて廃止。ただし、新たな変異株が「指
定感染症」に位置付けられた場合には、速やかに県対策
本部を設置

・県独自の警報発令 ・感染状況に応じた注意喚起を継続

・特措法に基づく私権制限を伴う強い行動要請（外出自
粛、濃厚接触者の待機、入院勧告、就業制限、感染に不
安を感じる方を対象とした検査）

・終了。なお、外出については、発症後5日を経過し、か
つ、症状軽快から24時間経過するまでの間は控えること
等を推奨

・感染対策について、法律に基づき行政が様々な要請・
関与

・行政はマスク着用等の有効となる基本的感染対策につ
いて情報提供し、個人や事業者が自主的に判断し実施

５類移行後の主な対応④

７ その他

６ ワクチン接種

現 行 ５類移行後

※イベント開催制限、第三者認証制度、業種別ガイドラインの取組については、各業界や事業所において、これまでの知見を
踏まえた、自主的な感染防止対策に移行

現 行 ５類移行後

Ⅰ)接種費用 ・公費負担 ・令和6年3月末まで継続

Ⅱ)公的関与
(接種勧奨・努力義務)

・全ての者に適用 ・高齢者等の重症化リスクの高い者のみに適用

Ⅲ)接種対象者
・初回接種（1・2回目接種）を終了した5歳
以上の全ての者

・初回接種（1・2回目接種）を終了した5歳以
上の全ての者を対象として秋から冬にかけて1
回、重症化リスクが高い者等については春から
夏にかけて前倒してさらに1回の接種が可能

Ⅳ)接種体制
・医療機関による個別接種と自治体による
集団接種

・個別接種を中心とする体制へ移行

Ⅴ)副反応等への対応 ・相談センターの設置・運営 ・当面継続



５月７日まで
（２類相当）

５月８日以降
（５類感染症）

認証制度の導入と
基準の遵守

認証制度の終了

個人や事業者の判断で、
基本的感染防止対策の実施

ひなた飲食店認証制度について

○ 飲食店における今後の感染防止対策
認証制度の基準を参考に自主的な基本的感染防止対策
（手洗い、換気等）の継続をお願いします。

○ 認証取得支援による配布資機材の取扱い

検温器、パーティション、二酸化炭素測定器、店内掲示用
ポスター等の配布物は、事業者の判断により感染対策とし
て御活用ください。

ひなた飲食店認証制度について



みやざき割（みやざき旅行支援割）第２弾の適用条件

現 行 ５類移行後の宿泊・旅行
（５月８日以降）

ワクチン接種歴（３回以上）

又は

ＰＣＲ検査等の陰性証明の提示

左記適用条件
廃止

※その他、キャンペーン内容に変更無し

【キャンペーン適用期間】
令和５年１月10日(火)宿泊～６月30日(金)宿泊 (７月１日(土)チェックアウト）
※４月29日(土)宿泊～５月７日(日)宿泊 (５月８日(月)チェックアウト)は除く

【割引等】※1人1日当たり
・割引率：20％
・割引上限額：交通付宿泊旅行商品 最大5千円、宿泊のみ・日帰り旅行 最大3千円
・クーポン付与額：平日2千円、休日1千円



感染症にまけない健康習慣を！

その場に応じたマスクの着用や咳エチケットの実施

周囲の混雑状況など、その場の感染リスクに応じて
マスク着脱の判断をお願いします。
高齢者施設や医療施設など、重症化リスクの高い方と接する場では、
マスクの着用が推奨されています。

換気、「三つの密（密集・密接・密閉）」の回避

特に不特定多数の人がいるところでは、
換気や人との間隔を空けることが、感染防止対策として有効です。

手洗いは日常の生活習慣に

食事前、トイレの後、家に帰った時などには、
まず手を洗うよう心がけましょう。（適切な手指消毒薬の使用も可）

適度な運動、食事などの生活習慣で健やかな暮らしを

一人ひとりの健康状態に応じて、
適度な運動やバランスのとれた食事など、
適切な生活習慣を理解し、実行することが大切です。

５類感染症移行後の感染対策は、個人や事業者の自主的な判断に委ねられます



●受診する際の注意点

かかりつけ医やお近くの医療機関に事前に連絡し、
不織布マスクを着用するなどの、感染防止対策を徹底した上で受診してください。

※なお、症状が軽いなど、医療機関を受診する必要が無い場合には、国が承認
した抗原検査キット等を活用してください

発熱などの症状が出たら･･･

受診する医療機関に迷う場合や、新型コロナ療養中に体調が急変した際には･･･

宮崎県新型コロナウイルス感染症相談窓口 ☎0985-78-5670（24時間対応）

0日目

（発症日※1）

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目

５類感染症移行後は季節性インフルエンザと同様の対応になります

●新型コロナに感染された方

発症後５日を経過し、かつ、

症状軽快から２４時間経過するまでの間は、

外出を控えることを推奨（※2）

１０日間が経過するまでは、

マスク着用や

重症化リスクの高い方との接触を控える
ことを推奨

（※1）無症状の場合は検体採取日を０日目とします。
（※2）やむを得ず外出する場合は、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

５類感染症移行後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。



新型コロナワクチンを接種できます
令和５年度も「自己負担なし」で

５月８日から８月までの対象者

初回接種（１・２回目接種）を終了した以下の方
・高齢者（65歳以上）
・基礎疾患を有する方（ 5 歳～64歳）
・医療従事者・介護従事者等

９月以降の対象者

初回接種（１・２回目接種）を終了した5歳以上の全ての方

時期によって接種対象者が異なりますのでご注意ください。

※初回接種は令和５年度も引き続き実施されます。

※前回接種から３か月以上経過していることが必要です。

※初回接種（１・２回目接種）を終了した5歳～11歳で、
オミクロン株対応ワクチン未接種の方は、８月までは接種可能です。



５類感染症移行後も、

その場の感染リスクに応じた

適切な感染防止対策を実践していきましょう
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